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正田醤油の事業活動と環境のかかわり（２０１９年度）

エネルギー・資源・排出物のフロー

エネルギー・水 原料 資材

 電力 　ペットボトル、缶、

 天然ガス 　ダンボール、その他

 ＬＰガス ｔ

 ガソリン

 水

排出物（固体、液体） 排出物（気体） 商品

ｔ*1）  ＣＯ２ 8,145 ｔ  しょうゆ kL

）  ＮＯｘ 微量  スープ類 kL

ｔ  ＳＯｘ 微量

）

正田醤油では、しょうゆやスープ類を製造・販売しています。これらの事業活動において
は、原材料だけでなく、エネルギー、水などを使用し、ＣＯ２や廃棄物などを排出してい

ます。そのため、正田醤油では開発、生産、流通といった事業活動の各段階で、これらの
環境負荷を低減するように努めています。
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*1）食品ﾘｻｲｸﾙ法（食品循環資源の

再生利用等の促進に関する法律）

の食品廃棄物等で産業廃棄物と有

価物を含む

2,588

90.0%

4,333
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　大豆、小麦、食塩、
その他
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取り組みの成果

目標と実績

データ

●エネルギー消費原単位（省エネ法関連） ●マテリアルリサイクル率の維持・向上

●食品廃棄物等の再生利用の基準実施率の順守（食品リサイクル法関連）

廃棄物の削減と

資源の再利用

目標 実績 評価

コンプライアン

スの順守

エネルギー消費原単位

目標の順守*2)

前年度比１００％未満

かつ５年平均９９％以下

対前年度比９６．７％

５年平均で９８．７％
◎

食品廃棄物等の発生原

単位目標の順守

醤油製造業目標値

８９５ｋｇ/百万円
９０７ｋｇ/百万円 △

食品廃棄物等の再生利

用の基準実施率の順守
９８．２％ ９５．７％ △

マテリアルリサイクル

率の維持・向上

（醤油協会目標）

動植物性残渣９５％
(うち、醤油粕、醤油油９

９％以上、他９０％以上)

動植物性残渣１００％
(うち、醤油粕、醤油油１０

０％、他９７％)

◎

*2）エネルギー消費原単位は“エネルギー使用量”と密接な関係を持つ値で除したもののことで、エネルギー効率

を表す値（詳細は省エネ法参照）。 当社の場合、醤油生産量（千ｋｌ）を採用。

　２０１９年度は、高効率ボイラーの更新や太陽光発電の導入により、エネルギー使用量を
抑えられ、エネルギー消費原単位を抑えることができました。今後も引き続き、省エネ機器
の導入や設備の更新等を計画し、省エネに努めて参ります。
　また、廃棄物の削減として、醤油粕を売却し、飼料として利用しております。例年通り、
醤油粕の再生利用実施率を１００％に維持することが出来たことに加え、醤油油やその他の
動物性残渣につきましても、目標を達成することが出来ました。これからも廃棄物発生量の
削減とより良い再生利用方法を検討して参ります。
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